
　議案第１号

　全国知事会規約の一部を次のとおり改正する。

　　平成１７年５月３１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　 全 国 知 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　 会　長　　麻　生　　　渡

全国知事会規約の一部改正について



全

国

知

事

会

規

約

の

一

部

を

改

正

す

る

規

約

全

国

知

事

会

規

約

（

昭

和

二

十

二

年

十

月

一

日

施

行

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

十

二

条

第

一

項

第

一

号

中

「

地

方

制

度

常

任

委

員

会

」

を

「

総

務

常

任

委

員

会

」

に

改

め

る

。

第

二

十

三

条

第

一

項

第

一

号

中

「

地

方

制

度

常

任

委

員

会

」

を

「

総

務

常

任

委

員

会

」

に

改

め

る

。

第

二

十

六

条

第

一

項

中

「

た

だ

し

、

正

副

会

長

は

、

委

員

長

を

兼

ね

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

」

を

削

る

。第

二

十

八

条

中

第

一

項

を

第

二

項

と

し

、

第

二

項

を

第

三

項

に

繰

り

下

げ

、

第

一

項

と

し

て

、

「

常

任

委

員

会

に

そ

の

権

限

に

属

す

る

事

項

に

つ

い

て

調

査

、

研

究

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

き

は

、

小

委

員

会

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

」

を

加

え

る

。

附

則

こ

の

規

約

は

、

平

成

十

七

年

六

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

改

正

事

由

）

地

方

分

権

改

革

の

一

層

の

推

進

を

図

る

必

要

が

あ

る

こ

と

か

ら

、

常

任

委

員

会

及

び

特

別

委

員

会

の

体

制

を

機

動

的

・

効

率

的

に

運

営

で

き

る

組

織

と

す

る

こ

と

、

併

せ

て

「

地

方

制

度

常

任

委

員

会

」

の

所

掌

事

務

が

広

範

に

わ

た

る

こ

と

と

な

る

こ

と

か

ら

「

総

務

常

任

委

員

会

」

に

名

称

を

変

更

す

る

と

と

も

に

、

常

任

委

員

会

及

び

特

別

委

員

会

の

も

と

に

小

委

員

会

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

す

る

所

要

の

改

正

を

行

う

も

の

で

あ

る

。
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全
国
知
事
会
規
約
の
一
部
改
正
・
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
（
略
）

第
一
条
か
ら
第
二
十
一
条
（
略
）

（
常
任
委
員
会
）

（
常
任
委
員
会
）

第
二
十
二
条

地
方
行
財
政
に
関
す
る
事
項
の
調
査
、
研
究
及
び
政
策
の
立
案
並
び
に

第
二
十
二
条

地
方
行
財
政
に
関
す
る
事
項
の
調
査
、
研
究
及
び
政
策
の
立
案
並
び
に

そ
の
推
進
を
図
る
た
め
、
次
の
常
任
委
員
会
を
設
置
す
る
。

そ
の
推
進
を
図
る
た
め
、
次
の
常
任
委
員
会
を
設
置
す
る
。

一

総
務
常
任
委
員
会

一

地
方
制
度
常
任
委
員
会

二

農
林
商
工
常
任
委
員
会

二

農
林
商
工
常
任
委
員
会

三

建
設
運
輸
常
任
委
員
会

三

建
設
運
輸
常
任
委
員
会

四

社
会
文
教
常
任
委
員
会

四

社
会
文
教
常
任
委
員
会

第
二
十
三
条

常
任
委
員
会
の
所
管
事
項
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
三
条

常
任
委
員
会
の
所
管
事
項
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

総
務
常
任
委
員
会

地
方
制
度
及
び
地
方
財
政
に
関
す
る
事
項

一

地
方
制
度
常
任
委
員
会

地
方
制
度
及
び
地
方
財
政
に
関
す
る
事
項

二

農
林
商
工
常
任
委
員
会

農
林
、
商
工
に
関
す
る
事
項

二

農
林
商
工
常
任
委
員
会

農
林
、
商
工
に
関
す
る
事
項

三

建
設
運
輸
常
任
委
員
会

建
設
、
運
輸
に
関
す
る
事
項

三

建
設
運
輸
常
任
委
員
会

建
設
、
運
輸
に
関
す
る
事
項

四

社
会
文
教
常
任
委
員
会

社
会
、
文
教
に
関
す
る
事
項

四

社
会
文
教
常
任
委
員
会

社
会
、
文
教
に
関
す
る
事
項

第
二
十
四
条
～
第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
四
条
～
第
二
十
五
条

（
略
）

第
二
十
六
条

常
任
委
員
会
の
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
と
す
る
。

第
二
十
六
条

常
任
委
員
会
の
委
員
長
は
、
委
員
の
互
選
と
す
る
。
た
だ
し
、
正
副
会

長
は
、
委
員
長
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
八
条

常
任
委
員
会
に
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
、
研
究
す
る

第
二
十
八
条

常
任
委
員
会
に
そ
の
審
議
を
補
佐
す
る
た
め
専
門
員
を
置
く
こ
と
が
で
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た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

２

常
任
委
員
会
に
そ
の
審
議
を
補
佐
す
る
た
め
専
門
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
門
員
は
、
委
員
長
が
都
道
府
県
の
関
係
部
長
か
ら
委
嘱
す
る
。

３

専
門
員
は
、
委
員
長
が
都
道
府
県
の
関
係
部
長
か
ら
委
嘱
す
る
。

第
二
十
九
条
～
三
十
六
条

（
略
）

第
二
十
九
条
～
三
十
六
条

（
略
）

附

則

１

こ
の
規
約
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
約
は
、
平
成
五
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
約
は
、
平
成
八
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
三
十
一

条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
役
員
の
選
任
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
約
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
第
五
条
に
規
定
す
る
役
員
（
政
策
審
議

委
員
を
除
く

）
は
、
改
正
後
の
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
も
の
と
み
な

。

す
。
（
常
任
委
員
会
設
置
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
規
約
の
施
行
の
際
改
正
前
の
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る

調
査
委
員
会
は
、
改
正
後
の
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
常
任
委
員
会
と
し
て
設
置
さ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
特
別
委
員
会
設
置
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４

こ
の
規
約
の
施
行
の
際
改
正
前
の
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る

特
別
委
員
会
は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
第
二
十
九
条
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第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
委
員
会
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附

則

１

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




